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報　　告

行政で働く新人保健師の新任期現任教育における

プリセプターによる取り組みの現状

Present situation of preceptors in the new term in-service training for novice public
health nurses who work in administration

菊池チトセ，千田みゆき，山路真佐子

CHITOSE Kikuchi，MIYUKI Chida，MASAKO Yamaji

　キーワード：プリセプター，新人保健師，新任期現任教育，実態調査
　Key words：preceptors, novice public health nurses, new term educations, survey

要　　旨

　新任期現任教育におけるプリセプターによる取り組みの現状を明らかにすることを目的に，A県の行政機関
で働く過去 5年以内にプリセプターを経験した保健師を対象に無記名自記式質問紙による調査を行った．調
査項目は，基本属性，研修の有無，事前打ち合わせとサポート状況，目標の設定と面接の状況，新人保健師の
理解，新人保健師との良好な関係等である．75名の回答が得られた（有効回答率 100.0%）．プリセプターを
担っている保健師の多くは経験年数 11年目以上で主任レベル以上であり，半数以上は研修の受講，事前打ち
合わせ，サポートがなかった．プリセプターとしての課題を 84％が意識し，69.3％が新人保健師を理解でき，
82.7％が良好な関係を結べたとしたが，64％が困った経験を持っていた．研修責任者，教育担当者との事前
打ち合わせは新人保健師の理解と，また，教育担当者との事前打ち合わせは新人保健師との良好な関係と関連
があった．プリセプターの負担が少なく安心して効果的に新人保健師を指導できる新任期現任教育体制を組織
的に整えることが急務である．

受付日：2016 年 10 月 6日　　受理日：2017 年 2月 7日

埼玉医科大学保健医療学部看護学科

埼玉医科大学看護学科紀要

Ⅰ．はじめに

新任期の現任教育（以下現任教育）は組織的な取り
組みが重要といわれ，平成 22年 4月より看護師等人材
確保の促進に関する法律で，新人看護職員研修の実施が
努力義務となった．しかし，行政で働く新人保健師の組
織的な教育は進んでいないと推察される．大卒新人保
健師は，専門的知識や生活経験が不足し，支援の必要性
の見極めや支援方法・社会資源がわからない等保健師と
しての未熟さや保健師像が描けず苦慮しており（松尾 , 

2009），現場の保健師が求めるレベルまで到達しないま
ま卒業している（山口 , 2010）．現場では，保健，福祉，
介護保険などの幅広い分野で保健師活動が求められ，困
難事例を担当することも多く，配属される部署や業務内
容で求められる職務内容が異なるにもかかわらず，新任
期から専門的な能力が求められている（俵 , 2010）．
しかしシステム化された保健師の現任教育の実施状

況は，県型保健所では 28.9%，市町村（保健所設置市町
村を除く）においては 4.2% に過ぎない（荒田 , 2010）．
鈴木（2010）は , 自治体職員としての教育プログラム
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はあるが保健師に特化したものはなく，配置部署の説明
と担当業務の説明に止まっているところが多く，OJT（職
場内研修），プリセプター制度を取っている程度である
ため体系的な教育内容や学習システム等が必要であると
述べている．プリセプター制度の普及状況は、日本看護
協会（2010:2011）の全国調査結果では，プリセプター
の指導を受けた者が 20 代前半では 7割，20 代後半は
6割弱であった．また，菊池ら（2016）が平成 23年に
A県の保健師経験 5年未満の保健師を対象に行った調査
では，プリセプターがついたのは 71.7％であったが，3
割近くのプリセプターは異なる部署の保健師が担当し，
6割弱が計画的な面接を実施していなかったと報告して
いる．
行政で働く新人保健師の新任期現任教育を推進して

いくには，プリセプター制度が果たす役割は大きいと考
える。そこで，プリセプターを経験した保健師を対象に，
プリセプターを担っている立場から新任期現任教育にお
けるプリセプターの取り組みの現状を明らかにする必要
があると考えた．

Ⅱ．研究目的

行政で働く新人保健師の現任教育の推進の示唆を得
るために，A県の新任期現任教育におけるプリセプター
による取り組みの現状を明らかにする．

用語の定義
「地域保健従事者の資質の向上に関する検討会報告
書」（厚生労働省 , 2003），「新任時期における地域保健
従事者の現任教育に関する検討会報告書」（厚生労働省 , 
2004）に基づいて現任教育と新任期現任教育を定義し
た．また，「新人看護職員研修ガイトライン～保健師編～」
（厚生労働省 , 2011）に基づいて，プリセプター，教育
担当，研修責任者を定義した．
現任教育：自治体職員としての成果責任を果たすこ

とができる保健師の育成のために行政能力と職能能力の
向上のための教育．新任期 , 中堅期 , 管理期がある．
新任期現任教育：就業から 5年までにおこなわれる

現任教育．
プリセプター：指導者としてある一定期間，新人保

健師とペアを組み日常業務を通じたマンツーマン指導を
行う者．
教育担当者：「各部署で実施する研修の企画運営を中

心に行う．」「プリセプターへの助言・指導を行う．」「新
人保健師への指導，評価を行う．」のいずれかに該当す
る者．
研修責任者：所属機関等の教育方針に基づき，教育

担当者，プリセプターおよび新人保健師の研修プログラ

ムの策定，企画，運営に関する指導および助言を行い，
研修の全ての過程において責任者である者．

Ⅲ．研究方法

1．対象者
調査に協力が得られた A県の保健所，市町村等行政

で働く過去 5年以内にプリセプターを経験した保健師
を対象とした．

2．調査期間　　平成 23年 9月 

3．研究方法
A 県の保健師が所属する全ての保健所，市町村等の配

属先宛に無記名自記式の質問紙を送付して各所属の代表
保健師に質問紙の配布を依頼した．質問紙の返送は，対
象者が直接投函する方法で実施した．なお，本研究のデー
タ収集は A県保健師を対象とした全数調査と同時に実
施した．

4．調査項目
調査項目は，基本属性として年齢，保健師経験年数，

所属，職位を，プリセプター制の実施状況として，研修
の有無，事前打ち合わせとサポート状況，現任教育マニュ
アル /プログラムの有無，プリセプターによる取り組み
の現状として，目標の設定，面接，新人保健師の理解と
良好な関係，自分の課題と困っていること等である．
回答方法は，サポート状況は 3件法，事前打ち合わ

せ，新人保健師の理解，新人保健師との良好な関係は 4
件法とした．また，プリセプターとして困った経験の内
容は自由記載とした．
また，研修責任者はまだ制度として浸透していない

ため，その役割を担うであろう統括保健師を含めて質問
することとした．しかし，A県では，統括保健師の配置
が明確でなく，統括保健師の名称が用いられていない行
政機関が多かったため「代表保健師または研修責任者」
として質問紙を作成した．

5．分析方法
分析は，統計解析ソフト SPSSver.22.0 を用いて記述

統計的に分析した．事前打ち合わせ，サポート状況，新
人保健師の理解，新人保健師との良好な関係の回答を 2
区分にし，事前打ち合わせ状況と新人保健師の理解，新
人保健師との良好な関係を，サポート状況と新人保健
師の理解，新人保健師との良好な関係をクロス集計し
Fisher の正確確率検定（片側）を行った．また，プリセ
プターとして困った経験の内容は，類似した内容を集め
カテゴリー化した．
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6．倫理的配慮
研究の趣旨，研究協力の自由意志，不参加による不

利益がないこと，個人のデータは本研究のみに使用する
こと，研究成果の等の発表では組織や個人が特定されな
いことを代表保健師と研究対象者に文書で説明した．個
人のプライバシー保護および調査への参加の任意性を
保障するために対象者が直接投函できるようにし，返送
をもって承諾が得られたとした．本研究は埼玉医科大学
保健医療学部倫理委員会の承認（承認番号 57）を得た．
なお，研究者と研究対象者の間に申告すべき利益相反
（COI）は存在しない．

Ⅳ．結果

75 名の回答が得られ，有効回答は 75 名（100.0%）
であった．なお，本研究の質問紙は，A県保健師を対象
とした全数調査と同時に配付したので研究対象者に該当
する保健師全員に配布されているが，過去 5年間にプ
リセプターを経験した保健師数の把握はしていないの
で，回収率は不明である．

1．対象者について
対象者の内訳は，性別は「女性」が 74人（98.7％），

年齢階級別は「40～ 44 歳」が 21人（28.0％）と最も
多く，次いで「35～ 39 歳」が 20人（26.6％）で，平
均年齢は 38.4（S.D ± 6.4）歳であった．出身保健師養
成機関は「短大専攻科」40 人（53.3％），「専門学校」
が 19 人（25.3％），「4 年制大学」が 16 人（21.3％）
であった．保健師経験は，「11 ～ 15 年」が最も多く
23人（30.7％），次いで「16～ 20年」が 20人（26.7％）
で，平均経験年数は 13.8（S.D ± 6.3）年であった．所
属組織は「市町村」が 57人（76.0％），所属分野は「保
健分野」が 55人（73.3%），職位では最も多いのが「主任」
37人（49.3％），次いで「主査」16人（21.3％）であっ
た（表 1）．

2．プリセプターの取り組みの現状
1）プリセプターの研修受講状況
プリセプターの研修の受講状況は，「受けていない」

が最も多く 39人（52.0％）であった．プリセプターの
研修では「県主催の研修」が最も多く 19人（25.3％），
次いで「保健所主催の研修」が 15人（20.0％）であっ
た（表 2）．
2）事前打ち合わせ及びサポート状況
事前打ち合わせの実施状況は，代表保健師または研

修責任者と「十分した」1 人（1.3％），｢ した ｣33 人
（44.0％），「あまりしなかった」19人（25.3％），「しなかっ
た」21 人（28.0％）であった．教育担当者との事前打

ち合わせは，「十分した」2人（2.7％），｢ した ｣23 人
（30.7％），「あまりしなかった」14 人（18.7％），「し
なかった」34人（45.3％）であった．サポート状況は，
代表保健師または研修責任者からのサポートを「受けた」
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33人（44.0％），「受けていない」29人（38.7％），「該
当者がいない」7人（9.3％）であった．教育担当者か
らのサポートでは，「受けた」21人（28.0％），「受けて
いない」30人（40.0％），「該当者がいない」15人（20.0％）
であった（表 3）．
3）現任教育マニュアル /プログラム，教育目標の設定，
　面接の実施状況について
現任教育マニュアル / プログラムの活用は，「ある」

が 49 人（65.3％），「なし」が 26 人（34.7％）であっ
た．活用した現任教育プログラム /マニュアルは，「県・
政令市作成プログラム」が 40人（81.6％），「独自で作
成」が 12人（24.5％）であった．新人保健師の教育目
標の設定状況は，「現任教育マニュアル /プログラムを
基に新人保健師と話し合って決めた」が最も多く 34人
（45.3％）で，次いで「新人保健師と話し合って決めた」
が14人（18.7％）であった．新人との面接の頻度は，「6ヶ
月に 1回」が最も多く 28人（37.3％），次いで「月に 1回」
が 23人（30.7％）であった．新人保健師を暖かく見守
る環境は「あり」が63人（84.0％），「なし」が8人（10.7%）
であった（表 4）．
4）新人保健師の理解と良好な関係について
新人保健師の理解が「よく理解できた」が 3人（4.0%），
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「理解できた」49人（65.3％），「あまり理解できなかっ
た」21人（28.0％），「理解できなかった」2人（2.7％）
であった．新人保健師との良好な関係では「よくできた」
が 12 人（16.0％），「できた」50 人（66.7％），「あま
りできなかった」12人（16.0％）であった（表 5）．
新人保健師の理解とで検定した Fisher の直接法によ

る正確有意確率（片側）では，「代表保健師または研修
責任者との事前打ち合わせ」（P=0.005）と「教育担当
者との事前打ち合わせ」（P=0.008）に有意差がみとめ
られた（表 6）．また，新人保健師との良好な関係では，
「教育担当者との事前打ち合わせ」（P=0.049）に有意差
がみとめられた（表 7）．
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5）プリセプターとしての自分の課題と困っていること
プリセプターとして自分の課題を意識したかでは「は

い」が 63人（84.0％）で，「いいえ」8人（10.7％）であっ
た（表 8）．また，プリセプターをして困ったことは，「あ
る」が 48人（64.0％），「なし」が 21人（28.0%）であっ
た（表 9）．
困った内容は，52 の回答があり，「新人保健師に関

すること」「教育方法に関すること」「教育体制に関する
こと」「業務負担に関すること」「プリセプター自身の悩
みに関すること」の 5つに分類でき，22のカテゴリー
が抽出された．
以下，分類は「」，カテゴリーは＜＞で示す．「新人

保健師に関すること」は＜勤務態度＞＜社会人としての
マナー＞＜新人保健師の困った態度や行動＞＜新人保健
師との違い＞＜新人保健師が理解できない＞＜車の免
許がない＞，「教育方法に関すること」は＜教育方法＞
＜評価＞，「教育体制に関すること」は＜組織的な教育
体制がない＞＜サポートが得られない＞＜プリセプター
１人では対処困難＞＜マニュアルがない＞＜担当プリセ
プターと新人保健師の部署による弊害＞＜担当プリセプ
ターの時短勤務による弊害＞，「業務負担に関すること」
は，＜業務量の増大＞＜業務ための時間確保が困難＞＜
仕事のペースが保てない＞，「プリセプター自身の悩み
に関すること」は＜コミュニケーション＞＜新人保健師
の理解ができない＞＜自分の教育に不安や自信がない＞
＜感情のコントロール＞＜関係づくり＞であった（表
10）．

Ⅴ．考察

1．プリセプターとしての対象者の特性について
A 県における新人保健師についたプリセプターの年齢

は30歳以上が9割を占め，平均年齢は38.4歳であった．
また，経験年数では 7割が 11 年以上であり平均経験
年数も 13.8 年とベテラン保健師がプリセプターを担っ
ていた．現在の保健師養成課程の主流は 4年制大学で
あるが，4年制大学出身者のプリセプターは 21.3％と，
多くのプリセプターは自分とは異なる養成課程の保健師
を指導している現状であり，自分自身の経験のみで新人
保健師の理解をするのには限界があると思われる．今後
は 4年制大学出身者のプリセプターが増えることが予
測されるが，それまでは，新人保健師の教育背景である
4年制大学による保健師養成課程の理解を深める機会が
必要と思われる．
職位では，主任以上の職位にある保健師がプリセプ

ターとなり新人保健師に教育していた．約 5割が主任
の職位であるが，1割弱は主幹以上の職位の保健師がプ
リセプターをしており，保健師数が少ないところでは，

通常業務に新人保健師のための現任教育が加わることに
よる人材不足に苦慮していることがうかがえる．新人保
健師の現任教育では，研修責任者，教育担当者，そして
プリセプターなどの実地指導者を配置する教育体制を整
えることが求められている（厚生労働省 , 2012）．しか
し，人材不足でこのことが難しい行政機関が存在する可
能性があり，各行政の実情に合わせた現任教育体制の工
夫が必要となる．
千葉県（2016）では，現任教育の課題の中で，1人

が複数の新任者のプリセプターとなっていたり，課長職
や他課保健師が担っていたりと，本来目的とする「良き
相談相手となれるようコミュニケーションが比較的とり
やすい身近な者」を選任することが課題であると現状を
述べている．本研究においても，主幹以上の職位の保健
師がプリセプターを担っており，34歳以下の保健師の
プリセプターは 3割にすぎない．山田ら（2016）の研
究では，プリセプターの平均年齢 35.7 歳，平均経験年
数 12.5 年であり，本研究とはあまり変わりがなかった．
プリセプターをしていて困った内容に，考え方や捉え方
などの新人保健師との違いや新人保健師の理解ができな
い，コミュニケーションの問題などがあり，このことか
ら年齢差の影響が考えられた．良き相談相手となれるよ
うコミュニケーションが比較的とりやすい身近な者であ
りながら，的確な指導ができ新人保健師の教育が効果的
に実施できるプリセプターを選任できるよう，プリセプ
ターに適した保健師の年齢，経験年数，職位等の研究が
望まれる．また，プリセプターが所属する部署や勤務体
制によっては，新人保健師の把握に限界があることやタ
イムリーな指導・助言ができない，プリセプター自身の
担当業務と異なるため現場に即した指導・助言が出来な
いなどが本研究では困ったこととしてあげられた．この
ことから，プリセプターは，同じ課，同じ担当部署が望
ましいと考える．このことは，本研究と同時に実施した
保健師経験 5年未満の新人保健師を対象とした研究（菊
池ら , 2016）においても，新人保健師の立場からも他
課保健師がプリセプターを担うことの弊害として確認し
ている．
また，1人のプリセプターが 1名の新人保健師を担

当することが望ましいが，実際には困難な現状がうかが
える．1人で複数の新人保健師を担当する場合は，プリ
セプターの負担の軽減と新人保健師の教育の質の確保を
する両側面からの検討が必要と考える．

2．プリセプターを支える新任期保健師現任教育体制に
　ついて
本調査では，何らかのプリセプター研修を受けたも

のは 48％と半数に満たなかった．また，プリセプター
をするにあたり事前打ち合わせをした者は「十分した」
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「した」を合わせても，代表保健師または研修責任者と
は約 45％，教育担当者とは 33.4％とプリセプターの研
修を受講した割合より低かった．サポートは，代表保健
師または研修責任者から受けた者が 44.0％，教育担当
者からは 28.0％であった．代表保健師または研修責任
者がいなくてサポートを受けられなかった者が 9.3％，
教育担当者は 20.0％であった．代表保健師または研修
責任者や教育担当者の立場の人がいても 4割がサポー
トを受けていない．これらのことから，新人保健師の現
任教育体制は多くの行政機関で整っておらず，プリセプ
ターを配置するのみで，プリセプターの研修もなく，上
司との事前打ち合わせやサポートもなく，プリセプター
は，自分の力量のみで新人保健師の教育を担っている現
状にあることがうかがえ，プリセプターを担う保健師の
負担が大きいと思われた．
プリセプターをして 64.0％が困った経験をしていた．

その内容は，新人保健師に関すること，教育方法に関す
ること，教育体制に関すること，業務の負担に関するこ
と，プリセプター自身の悩みに関することであった．こ
れらの多くは研修や事前打ち合わせ，サポート体制，業
務調整等で軽減できる内容である．また，代表保健師ま
たは研修責任者，教育担当者との事前打ち合わせは，プ
リセプターの新人保健師の理解と，教育担当者との事前
打ち合わせは，新人保健師との良好な関係づくりと関連
がみとめられ，事前の打ち合わせは，プリセプターが新
人保健師を理解し，良好な関係づくりをするための助け
となることが示唆された．このように，研修を受ける，
事前打ち合わせや上司からのサポート，業務調整などの
現任教育体制を整えることで，困ったことを減らしプリ
セプターの負担軽減が可能であると考える．
山田ら（2016）は，プリセプターの支援内容は，新

人保健師との信頼関係を築き，仕事への安心感を与え，
社会人としての成長と専門職としての成長を促し，新人
保健師の教育体制を整えることであると報告している．
このような支援内容をプリセプターに求めるには，研修
を含めての新任期現任教育体制の充実が必要である．新
任期現任教育体制では，組織的にプリセプターを位置づ
け，役割を明確にして，事前に研修を受ける，新任期現
任教育を担う各担当者との事前打ち合わせを十分するこ
とやサポートが受けられる体制をつくる等，負担が少な
く，プリセプターとなる保健師が安心して新人保健師を
支援できる体制が求められる．

3．プリセプターの現任教育の実施状況について
プリセプターとして新人保健師の教育をするにあた

り現任教育マニュアル / プログラムの活用があるのは
65％で，活用したマニュアル /プログラムは約 8割が
県・政令市で作成したものであった．新人保健師の教育

目標の設定では 62.7％が現任教育のマニュアル /プロ
グラムを活用していた．教育目標の設定において新人保
健師との話し合いを取り入れたプリセプターは 64.0％
であった．教育目標の設定に話し合いを取り入れること
は，新人保健師の自己決定の機会ともなり教育効果の面
で望ましく，多くのプリセプターが教育目標の設定に取
り入れるとよいと考える．先にも述べたようにプリセプ
ターが困った内容としてあげたものに教育方法に関する
ことが多かった．これらを改善するには現任教育マニュ
アル/プログラムの活用を導入する必要がある．しかし，
プログラムの使い方がわからないとの記載もあり，現任
教育マニュアル /プログラムの活用についての研修も必
要と思われる．
プリセプターと新人保健師との面接の頻度は，6か月

に 1回が最も多く，次いで 1か月に 1回であった．プ
リセプターは，身近でよき相談者としての役割がある．
本研究では，面接の頻度のみの質問であったため，日
常の相談やリフレクションは含まれていない可能性が
ある．新人保健師はリフレクションを通して，自身のこ
とや自身の活動実践の根拠を確認し意味づけていたとの
報告（山田 , 2016）があるように，面接は重要となる．
日常的な面接,定期的な目標達成の評価のための面接等，
計画的に面接を行う必要があると考える．
プリセプターを経験した保健師の 84.0％は，職場は

新人保健師を暖かく見守る環境であると回答していた．
山田ら（2016）は，プリセプターは新人保健師の仕事
内容や業務量を確認し対象を把握したり，無理しないよ
う新人保健師に伝えたり，新人保健師と周囲の保健師と
の関係において緩衝役になったりして，様々な方法を用
いて新人保健師に過剰な負担がかからないよう調整する
働きをしていたと報告している．このことからも，職場
に新人保健師を暖かく見守る環境があることは，プリセ
プターの負担を軽減する要素となり得ると考える．プリ
セプターの負担を減らし教育効果を得るには，職場全体
の新人保健師の現任教育の理解や新人保健師を暖かく見
守る環境は欠かせない．その点では，A県の新人保健師
を取り巻く職場環境はかなりよい状況にあると言える．
しかし， 新任期現任教育のマニュアル /プログラムの

充実と導入は，急務であり，併せて，プリセプターを担
う保健師に，面接の意味，面接の計画立案，教育的な面
接の方法等の研修をし，教育効果のある面接が実践され
ることが望まれる．

4．プリセプターを経験した保健師自身について
本研究では，プリセプターを経験した保健師は，

84.0％がプリセプターとしての自分の課題を意識して
いた．研修をはじめプリセプターの置かれている現任教
育体制は整っているとはいえない中で，7割は新人保健
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師の理解ができ，良好な関係を築けたと回答している．
厚生労働省（2011）のガイドラインの実地指導者の到
達目標である「新人保健師の状況が把握できる」につい
て 7割が，また，実地指導者の求める能力にある「新
人保健師・スタッフ等と適切な関係を築くコミュニケー
ション能力」では8割ができている考えられる．しかし，
3割のプリセプター経験者は，新人保健師の理解やよい
関係を築くことができなかった，あまりできなかったと
回答している．困ったことの内容では，プリセプター自
身の悩みとして，新人保健師が理解できないことや，コ
ミュニケーションや関係づくりに困っていた．プリセプ
ターは，信頼関係に基づいた対話を通して，新人保健師
の社会人かつ専門職としての成長を促している（山田 , 
2016）．新人保健師の理解やよい関係を築くことは，プ
リセプターとしての役割を果たすための根幹でもある．
そのことの重要性やその関係づくりの方法をプリセプ
ターの研修内容に取り入れることも必要であると考え
る .
プリセプターが置かれている状況はこれだけではな

い．プリセプター経験者は，業務量が多い，自分の業務
時間確保が困難，自分のペースで仕事ができない等の業
務負担に関することでも困っている．また，自分の教育
に不安がある，自分の能力に自信がない，新人保健師の
成長が待てない，自身の感情のコントロールが難しい等
で悩んでいる人もいる．これらに対する負担軽減のため
に，業務調整やプリセプターのよき理解者となりサポー
トする体制づくりを，新人保健師の新任期現任教育体制
にあわせて取り入れることが望まれる．

Ⅵ．本研究の限界と課題

本研究は，A県で実施したものであり特定の県の状況
であること，回答数も少ないことがこの研究の限界であ
る．また，本研究は5年前に実施した調査であり，その後，
組織的に新任期現任教育の実施が広く推進されているの
で先駆性に欠ける．今後の課題は，新任期現任教育の推
進状況を把握しながら，プリセプターの選任，プリセプ
ターのための研修内容，新任期現任教育を担う各担当者
との事前打ち合わせ内容やサポート体制，目標の設定や
面接について等を具体的に調査するとともに，実際の新
任期現任教育体制に活用しその有用性を検討していく必
要がある．

Ⅶ．結語

新人保健師の新任期現任教育は，プリセプターを配
置するのみでは，プリセプターになった保健師の負担が
大きく，教育効果を得るには限界がある．適任なプリセ

プターの選出，プリセプターの研修，研修責任者や教育
担当者との事前の打ち合わせやサポート体制，現任教育
プログラム /マニュアルの活用などプリセプターの負担
が少なく安心して効果的に新人保健師のための教育・指
導ができる新任期現任教育体制を組織的に整えることが
急務である．
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